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最初と最後の 
支払年月日 

「納付の目的」欄に記入 
した期間内における各月 
ごとの実人員の合計数 

整理番号をお 
忘れなく！！ 

最初と最後の 
支払年月 

平成22年1月から6月 
までに支払った俸給・給 
料等の合計額とその税額 

平成22年6月30日に 
支払った使用人分の賞 
与とその税額 

平成22年1月から6月 
までに支払った税理士 
報酬の合計額とその税 
額 

法人の役員の職務に対し 
て支払った賞与について 
記載します。 

納付する税 
額の合計額 

給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）

納付書には、納付する税額のほか、その月の給与等の支払を受ける人の数や給与等の支払額などを記載
することになっています。
この納付書は３枚１組の複写式になっていますが、納付するときは切り離さずに最寄りの金融機関や所

轄の税務署の窓口へ提出してください。
なお、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合には、この記載例の「納期特例分」の納付

書を使用し、これ以外の源泉徴収義務者の場合には、「一般分」の納付書を使用してください。
（注） 給与等の支給人員が常時１０人未満である源泉徴収義務者については、給与等や退職所得等、税理士等の報酬・料金に

ついて源泉徴収をした所得税を年２回（７月と翌年１月）にまとめて納付する納期の特例の承認を受けることができま
す（詳しくは３ページを参照してください。）。

＜納付する税額がない場合＞
納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書（納付書）は所轄の税務署にe-Tax又は信書

便により送付又は提出してください。

〔設例〕 納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合

源泉所得税の納付は、e-Tax（イータックス）を利用した電子納税が便利です。
電子納税には、①「ダイレクト納付」を利用する方法と、②インターネットバンキングやＡ

ＴＭ等を利用して納付する方法があります。
「ダイレクト納付」とは、事前に届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック

操作で即時又は期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。
詳しくは、e-Taxホームページ【www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。


